
本題に入る前に本プログラムをお使いになる場合の注意点をご確認ください。 

 

次に、本プログラムを利用するにあたって最初にすべき初期設定について説明します。 

 

初期設定では、認証IDの入力（お試し利用を含む）、自社データの登録（基本的な会社の情報） 

 

修理の場合の各種設定、見積初期設定について順に説明します。 

 

 

 



左がエクセルのメニューバーです。 
エクセルをよくお使いの方はついつい 
日頃の習慣から見積書などの作成 
途中で、せっかく記入した内容が無駄 
にならないように 上書き保存などを 
使われることが多く有ります。 
 

しかしながら、本プログラムをご利用の 
場合、これらのエクセルのボタンは 
使わないでください。 
 

必ず、弊社が予め用意したボタン 
（右図参照）を使用してください。 
 

エクセルのメニューバー 

理由を詳しく説明すると長くなるのでここでは省略 
しますが、とりあえず、これだけは守ってください！ 



 辞書を必ず Microsoft IME または 一太郎（ATOK）など  
                     （office IME 2007、2010以外） に設定してくだい！ 

 
  お勧めの無料でダウンロードでき、変換機能も快適な辞書ソフトは Baidu IME です！ 

  
 
Microsoft office IME 2007 および 2010  のままご利用になった場合、不具合が発生します。 

  
自社データ登録及び材料選択からの伝票書込みが終了しない、時間がかかるという現象を確認しています。 

  
 
    Office IME 2007                    Microsoft IME                     baidu IME 
 
  
        
          × 変更必要           お勧め度  △        お勧め度 ◎ 
 
 
 
なお、辞書ソフトの変更方法、お勧め辞書のダウンロードについてはホームページの 

 サポートコナーをご確認ください。 



まず初めに右下の認証ボタンを押します。 
                 表示されたメッセージ（右側）に対し、はい（Y）を選択します。 



内容をご確認の上、承諾いただける場合、承諾する ボタンを押します。 



１） OK ボタンを押します 

２） 自社の代表電話番号  
  （市外局番から半角数字のみ）を入力し 
   
   OK ボタンを押します 

 

３） 認証ID番号を入力します 
    試用される場合は ６０００ を入力します 
 
    正規購入の場合、弊社からお知らせした認証IDを入力します。 

4） OK ボタンを押します 
 
    Windows7をご利用の場合、 
  左のようなメッセージが表示されます 
  ので、辞書ソフトを確認してください。 

 



お試し期間は６０日あります。試用期間中は機能制限などありません。 
 

次に自社のデータを登録します。（自社データ登録 ボタンを押します） 



１） 
記入例に従い、会社名、営業項目 
など必要事項を上書きします。 
 

２） 
主たる営業エリアを最大４県まで 
登録します。 
（ドロップダウンリストから選択） 
 郵便番号住所変換機能に利用 
 

３） 
電話番号の表示形式を選択します 
（ドロップダウンリストから選択） 
 
備考） 
振込先口座を複数登録する場合、 
右側の所定欄に記入します。 
顧客に応じて振込先を指定する 
ことができます。 
 

建設業許可がない場合、 
建設業許可有りのチェック☑を外します。 
 

なお、建設業許可番号がない場合、 
記入欄No.3は任意に記入して下さい。 
 例：○△市上水道公認 
 

見積書表紙に銀行口座を記入しない 
場合、銀行口座記入のチェック☑を外し 
ます。 
 
 

記入が完了したら、 確定 ボタンを押して自社データを登録します。 

自社データ登録は各伝票に上記データを記入するため、少々時間が掛ります 

左図のメッセージに対してOKを押します。  



自社データ登録が完了すると 
メインページの初期設定欄下部 
に “自社データ登録完了” と 
表示が現れます。 
 
 

修理初期設定では、自社の社員 
名の登録をはじめ、修理伝票を作 
成するための様々な設定を行います。 
 

修理伝票 初期設定 ボタンを押します。 
左図のメッセージに対してはい（Y）を選択します。 



社員登録は必須です。 
 

他の伝票でも社員名を利用 
するため、省略は出来ません。 
 

その他の項目については 
予め登録済みの設定内容を 
変更する場合に利用します。 
 

最初は社員登録以外の項目 
は省略して構いません。 
 
 
 

 
 
 

 



なお、社員名は最大５０名まで登録が可能です。（No.18は空欄のままにしてください。） 

左のメッセージに対して OK を押します 

備考） 各社員の時間給はその人が１時間修理に時間を費やした場合の 
     請求金額を示します。給与と必ずしも連動する必要はありません。 
 
 



作業難易度は修理作業のしやすさに応じて労務費 
の請求金額を変更する為の設定を行います。 
困難な作業、危険な作業は通常の１．５倍の設定 
になっています。必要に応じてこの係数を変更する 
ことが出来ます。 
 

修理区分は修理の緊急度に応じて労務費の請求金額 
を変更することが出来ます。例えば、お客様から 
“水道の配管から水が吹き出している“ といった依頼の 
場合、他の仕事を途中で止めて緊急に対応する必要が 
有ります。こうした場合、請求金額を割増して計上する 
ことが出来ます。 
 

作業時間帯は通常の時間帯に対して、深夜、休日など 
の作業を実施した場合に利用します。 
 
 
 

  

必要に応じて、初期値（赤字）部分の係数を 
変更してください。 

これらの係数は初期値が設定済みです。はじめはそのまま利用し、修理伝票を作成する過程で必要に応じて変更してください。 

 



１．移動時間における労務費加算比率 
 

 例えば、移動に往復１時間掛かり、修理 
の作業時間が１０分程度の場合、移動距離 
に相当する交通費と１０分間の労務費を計上 
しただけでは経営が成り立ちません。 
 すなわち、作業時間とは別に移動時間60分 
間作業員が拘束される分に見合った金額を 
労務費に加算して計上することが出来ます。 
 

労務費加算比率を0.6（初期値）とした場合、 
時給3000円の作業者であれば 
 3000×0.6×1.0h＝1800円 （加算額） 
  
 10分間の作業費 
  3000×10/60h＝500円 
 

  合計労務費 1800＋500＝2300円 
 

 となります。  
  
 
 

   
 ２．消耗雑材算出のための係数設定 

 

 修理伝票を作成する場合、消耗雑材を自動的に計算し、計上します。修理に使用した材料費の金額に応じて消耗雑材が計算されます。 
必要に応じて、係数を変更します。 
 

３ ～６. 各種費用の原価比率 
  
 修理伝票を作成した際、自動的に原価とその修理における利益が明示されます。その計算過程における原価比率を登録するものです。 
必要に応じて原価比率を変更してください。 
  
 

   

これらの係数は初期値が設定済みです。はじめはそのまま利用し、修理伝票を作成する過程で必要に応じて変更してください。 



修理初期設定が完了すると 
社員データ登録完了と表示 
されます。 

左のメッセージに対して はい（Y） を押します。 
 



ここでは見積書作成に関して労務費の設定などを実施します。表示内容を確認し、必要に応じて赤字部分を変更します。 
なお、見積書の初期設定を終了する場合、システム復元のバックアップを実施されることをお勧めします。 

また、複合単価の各職種ごとの労務費を設定する場合、複合単価労務費変更登録ボタンを押します。  

１．原価計算時の労務単価 

    
 見積書の原価計算時の労務単価を 
設定します。目安は都道府県の機械 
設備工の労務単価です。なお、この 
労務単価の原価は自社の状況に応じて 
設定します。 
 

２．諸経費の原価比率 
  
 原価計算の際、見積書に計上した 
諸経費の原価比率を設定します。 
 

３．公共工事の諸経費の比率 
  
 公共工事の諸経費計上対象見積項目 
ごとの金額に対する諸経費の計上比率 
を設定します。 
 

４．民間工事の諸経費の比率  
  
 上記と同様、民間工事の諸経費計上 
比率を設定します。 
 
 

見積書の部分集計の掛率設定 
 

 詳しくは見積書の説明書をご確認 
ください。 
 
 

  
  

 

備考） ・ システム復元 
      本プログラムを使用中に操作を誤ってプログラムが正常動作しなくなってしまう状況に備えて、予め、バックアップ 
      をとっておきます。一旦、バックアップをとっておけば、不具合が発生した場合、システム復元機能を用いて、正常な 
      状態に戻すことが可能です。 
 

           ・ 複合単価労務費変更登録  
              複合単価を利用して見積書を作成する場合、都道府県ごとの労務単価を変更登録を実施してください。 
       なお、初期値は兵庫県の労務単価を設定しています。    
 

        

これらの係数は初期値が設定済みです。はじめはそのまま利用し、（システム復元 
のバックアップボタンを押す）見積書を作成する過程で必要に応じて変更してください。 



見積書の初期設定で複合単価変更登録ボタンを押すと本画面が 
表示されます。 

なお、本ページ（材料選択画面→複合単価労務費シート）では各材料データBOOKごとに複合単価登録ページに○が記入されて 
います。ここで登録した複合単価は各材料BOOKと連動しているため、個々の材料BOOKごとに変更登録する必要はありません。 

① 事前に国土交通省のホームページ 
  から公共工事設計労務単価を調査し、 
  左の該当箇所に上書きします。 
 

  なお、初期値は兵庫県での労務費を 
  登録しています。 
 

② 保存ボタンを押して変更したデータを 
   登録します。 
 

③ 戻る ボタンでメインページに戻ります。 
   
   
 

（注） 都道府県ごとの労務費は  
    “国土交通省 公共工事設計労務単価 平成○△年度” 
     とGoogle等でと入力すれば検索出来ます。 
 



見積初期設定でシステムの復元のバックアップを取っておくと、万が一プログラム 
が正常動作しなくなった場合に、メインページ上部のシステムの復元ボタンを押す 
ことで左図の画面が表示されます。   

               

１）機能の選択ボタンを押します。 
 

２）下図の画面が表示されますので 
  元に戻したい機能をドロップダウンリストから選択 
  します。 
 

  なお、全ての機能を元に戻すことも可能です。 
 

３）戻る ボタンで左図に戻ります。 
 

４） システムの復元 実施 ボタンを押します。 
 

  システムの復元が正常に終了すると 
  終了のメッセージが表示されます。 
 
 

   
 

  

備考）システムの復元を実施すると見積初期 
    設定でバックアップを実施した状態の時点 
    に戻ります。バックアップは正常動作している 
    状態で実施しておく必要が有りますので、早め 
    に実施してください。また、バックアップにより 
    バックアップ以降に作成した見積書が消える 
    等は有りませんのでご安心ください。 

     
 



初期設定が完了すると、初期設定完了 
の表示が現れます。 
 

なお、この表示が表示されるとシステム 
の復元の為のバックアップが実施済み 
であることを表しています。 
 
 

備考） 
 

見積書の初期設定で 
 “設定を保存しメインページに戻る” 
 を選択した場合、初期設定完了の 
 表示はされません。  

社長の猫の手は単独で利用する場合に加え、事務所内の複数台のパソコンでネットワーク環境で利用することも可能です。 
ネットワーク環境で利用する場合、動作環境ボタンを押します。 



１） ネットワーク上のホルダを使用する に チェック ☑ を入れます 
 

２）保存先ホルダへのパスを指定します   
 

  保存ホルダへのパスはWindows７の場合、 
  保存ホルダを作成したいネットワーク上の 
  のホルダを選択すれば右図のように 
  そのホルダへのパスが表示されます 
  
    右図の場合、 
     
     パソコン名   ： LANDISK-○△６CE 
     共有ホルダ名 ： dlna 
    
     を指定します。  
 

   
    
 

    

注）ネットワーク環境で使用 
   しない場合、設定は不要です 



①保存ホルダの作成を押すと保存先ホルダへのパスが 
  正しく指定されている場合、左の表示が現れますので 
  OKを押します。 
 

②最後に設定を保存してメインページに戻るボタンを押します 
 

  以上でネットワーク環境での使用が可能となりました。 

 
 
 備考）ネットワーク環境で使用するパソコンは全て上記の設定を実施してください。 

    ネットワーク環境での使用とは複数台のパソコンに本プログラム（社長の猫の手）をインストールし、データの保存先を自身のハードディスク 
    及び、ネットワーク上のホルダ（共有）とし、利用するもので、Ａのパソコンから作った見積書を Ｂのパソコンで開き、請求書を作成するといった 
    使い方が可能です。パソコンの台数に制限は有りません。本プログラム１本を購入するのみで事務所内の複数台のパソコンにインストールし 
    お使いいただくことが可能です。  
     



 最後までお読みいただき、お疲れ様でした 

 

 次は No.2 スライドをご覧ください 

 

 


